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国 会 議 長

2000 年 10 月 9 日、貴議員から提出された書面質問に対する政府（外交通商部］答弁書を

2000 年 10 月 25 日別紙の通り受領したので、これを通知します。 
別紙 答弁書 1 部       

http://www.justice.skr.jp/2000reply.pdf


答 弁 書 

 
○ 質問 金元雄（キムウォンウン）議員 
 
○ 根拠 国会法第 122 条 
 
○ 質問内容 
  
日帝強占期に日本政府により強制的に動員された「日本軍慰安婦」及び「強制徴用・徴兵・

労務者」等非人道的及び戦争犯罪に対し日本政府は公式謝罪及び彼らに対する賠償を回避

しています。 
 
１ 日本政府は１９６５年「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の経済協

力に関する協定」（以下韓日協定と略称）を根拠に全ての賠償が終わったと主張してい

ます。 
これに対し韓国政府は日本政府が主張するように６５年韓日協定ですべての賠償が終

わったと考えているのか？仮に政府が賠償が終わったと考えているならその理由は何

か？それは国家間の賠償が終わったということか？それとも個人の賠償まで終わった

と考えるのか？政府の公式の立場を明らかにしてください。 
 
２ また、６５年韓日協定による賠償が「日本軍慰安婦」問題のような人権侵害の問題や

戦争犯罪のように刑事責任までも含むと解釈するのか？政府の公式的な国際法的解釈

の立場を明らかにしてください。 
 
３ 韓国政府は「日本軍慰安婦」問題、「強制徴用・徴兵・労務」などについて日本政府に

賠償と責任を問うべきでしょう。これについて政府が執っている国際法的努力は何で

あるか明らかにしてください。 
 
  



○答弁 外交通商部長官 李廷彬(イ・ジョンピン) 
 
〇答弁内容 
 
１ 質問書１項について、韓日両国政府は被徴兵・徴用者の賠償等両国間の請求権に関す

る問題を解決するために 1965 年「大韓民国と日本国の間の財産及び請求権に関する問

題の解決と経済協力に関する協定」を締結し、両国政府間で請求権問題を一段落させ

たところであります。ただし個人の請求権が 1965 年「請求権協定」で消滅しているの

かについては各種の意見が提起されていますが、政府としては「請求権協定」が個人

の請求権訴訟等裁判を提起する権利には影響を与えないという立場です。 
 
２ 質問書 2 項について、軍隊慰安婦問題等非人道的行為や戦争犯罪は時効や国際条約に

より終了しないというのが最近の国際法的解釈傾向であり、韓国政府も日本政府に法

的責任があるという立場です。しかし日本政府が法的責任を否定しているなかで、被

害者らの高齢化等により生活上の大きな困難に直面している点などを勘案し、韓国の

国内的に去る 1990 年 4 月、被害者らに対する韓国政府レベルの支援をすることにする

一方、日本に対しては消耗的な法理論争と賠償要求より徹底した真相究明と真正な謝

罪・反省を要求することにしたものです。 
 
３ 質問書 3 項について、政府は軍隊慰安婦問題については去る 1998 年 4 月に支援金支給

を契機に政府レベルの対日賠償を要求しない代わりに過去事問題全般に対する日本の

真正な謝罪と反省を要求することにしたところ、これは軍隊慰安婦問題に対する日本

の国家責任は厳然として存在するが未来志向的韓日関係全般を考慮し、日本と消耗的

な賠償論争をしないという政府の決断を意味します。しかしこのような韓国政府の立

場が国際法的に被害者個々人及び関連団体の日本政府を相手とする訴訟や国際社会に

おける賠償運動に影響を与えるものではないことを申し上げます。また政府は日帝徴

用死亡者等に対する対国民補償のため「対日民間請求権補償に関する法律」を制定、

去る 1975 年 7 月から 1977 年 6 月の間、国内補償措置を実施し、同法は去る 1982 年

国会で廃止されたところであります。 以上 


